
証券投資信託約款変更のお知らせ 

 

このたび弊社では、「オーストラリア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け）」および「オー

ストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」（以下、各ベビーファン

ドといいます。）につきまして、実質的な運用を行なっております「オーストラリアリートマザーファン

ド」（以下、投資対象マザーファンドといいます。）の運用指図権限の委託先を、下記の通り、変更する予

定ですので、お知らせいたします。 

このたびの投資対象マザーファンドにおける約款変更は、その内容が重大なものに該当するため、各ベ

ビーファンドの受益者に対し、法令に基づいて書面決議の手続きを開始いたします。 

 

【変更対象ファンド】 

証券投資信託 オーストラリアリートマザーファンド 

※弊社設定の公募ファンドである「オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）」お

よび「オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）」は、「オーストラリア・プロパ

ティー・ファンド（適格機関投資家向け）」を通じて、上記の投資対象マザーファンドへ投資しており

ます。 

 

【変更の理由および内容】 

投資対象マザーファンドにつきまして、現在、その運用指図権限を日興ＡＭリミテッドに委託しており

ますが、このたび運用体制の強化と運用の効率化を図るため、当該運用指図権限の委託先を日興アセット

マネジメント アジア リミテッドへ変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 

 

【書面決議に関するスケジュール】 

このたびの約款変更に関する書面決議手続きは、以下の日程にて進めてまいります。 

 ◎約款変更に関する書面決議の対象受益者の確定日 ：2018年７月17日（火） 

 ◎議決権行使書面による議決権行使期限   ：2018年８月15日（水） 

 ◎書面決議日      ：2018年８月21日（火） 

 ◎約款変更実施日（予定）    ：2018年８月23日（木） 

 

【書面決議の判定】 

書面決議の手続きは、投資対象マザーファンドを投資対象とする各ベビーファンドにて行なっておりま

す。賛成の意思表示をされた各ベビーファンドの受益者（約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成

とみなされた方を含みます。）が保有する2018年７月17日現在の受益権口数を、投資対象マザーファンド

における実質的な受益権口数に換算し、その合計が2018年７月17日現在における投資対象マザーファンド

の受益権総口数の３分の２以上であった場合に可決されます。 

また、本書面決議にて否決された場合は、投資対象マザーファンドの約款変更は行ないません 
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